
  

 

 

令和５年（2023 年）４月３日 

茎崎地区 

住民の皆様へ 

 

つくば市消防本部地域消防課    

 

   つくば市消防団茎崎支団サイレン吹鳴装置設置について 

 

 日頃より消防行政につきまして御支援と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

茎崎地区の各分団車庫敷地内にサイレン吹鳴装置を設置しましたので、下記の内容

を御確認いただき消防団事業に御理解いただきますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 概要  

防災行政無線（2005 年以前の旧規格）が、法改正により使用できなくなること

に伴い、サイレン吹鳴装置を設置しました。 

なお、防災行政無線の使用期限は「2022 年 11 月 30 日」まででしたが、現在の

社会経済情勢等に鑑み、「当面の間」に延長されています。 

 

２ 設置場所   

つくば市消防団茎崎支団第１～８分団 

第 1分団（小茎）  第２分団（高崎）  第３分団（高見原）  

第４分団（大井）  第５分団（若栗）  第６分団（上岩崎） 

第７分団（下岩崎） 第８分団（細見） 

 

３ 使用目的および運用開始時期 

① 火災時の消防団員招集 

防災行政無線の使用終了後、運用開始 

 

② 出初式の消防団員招集および点検 

令和６年出初式より運用開始 

 

 ◎問合せ先 つくば市消防本部地域消防課 

                 担当 大山・佐藤 

                 ℡ 029-883-1182 

回覧 


